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模擬調停の見学と解説 開催概要
～ ～ 調停制度発足１００周年広報行事 ～

民事調停手続説明（概要と特徴）

民事調停手続は、裁判

所（調停委員会）が当事

者双方の事情を聞いた上

で、提出された資料や証

拠を確認し、法律的な判

断を基本に置きながら、

当事者を説得したり、解

令和４年１０月２２日（土）に札幌市資料館と共催で「模擬調停の見学と

解説」を開催し、２０人の市民の方々に参加していただきました。

司法行政事務掌理裁判官の挨拶に始

まり、民事調停手続の説明、模擬調停

の実演と解説・質疑応答という流れで

行われました。

決策を提案したりするなど

して、お互いの歩み寄りに

より、合意に導く手続であ

ることや民事調停手続の特

徴やメリットを裁判官から

説明しました。

調停制度発足１００周年広報用キャラクターy

令和４年１０月２２日開催



模擬調停（実演）及び説明

申立人が相手方に貸した１００万円の

貸金返還請求を題材として、裁判官の解

説を交えながら、民事調停官・民事調停

委員・裁判所職員による模擬調停の実演

を行いました。

参加者のみなさんは、模擬調停と裁判

官による解説を真剣なまなざしで聞いて

いました。

意に至るまでには、どのくらいの時間がかかるのかといっ

た質問があり、裁判官からは、当事者双方の合意ができな

ければ調停は成立しないということを踏まえて、話し合い

の期日を複数回重ねながら合意点を探っていくという説明

がありました。

〈お問い合わせ先〉 札幌地方裁判所事務局総務課広報係 ＴＥＬ０１１－３５０－４８０２

参加者のみなさんからいただいた感想（一部）

◆ 調停と裁判の違いが分かったので良かった。

◆ 調停の歴史が理解できた。

◆ また別なテーマがあれば参加したい。

◆ 金銭に関するトラブルは、ありがちな事だと思うので良かった。

◆ 今後も、このような機会を設け、市民に広く伝えてもらいたい。

質疑応答

質疑応答では、いくつかの御質問をいただきました。例えば、実際に合

などの前向きな感想を数多くいただきました。

ありがとうございました。

みなさま、御参加ありがと

うございました。


